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東海市国民健康保険運営協議会会議録 

 

開催日時 令和６年（２０２４年）１月２５日（木） 

午後２時～午後２時５５分 

場  所 東海市役所 ３０２会議室     

 

１．出席委員（１０人） 

田村絹子、今頭傳男、 瀬惠美子、小島邦義、 正洋、久野久行、堤健二、 

大村景子、角川幸広、西川智雄 

２．欠席委員（１人） 

佐野宏樹 

３．傍聴者 

０人 

４．事務局 

市長 花田勝重、市民福祉部長 辻聡子、国保課長 清水信宏、 

健康推進課統括主幹 柘植由美、国保課主幹兼統括主任 天木大祐、 

主任 岩田康裕、主任 上瀧佳香、主事 久田実奈 

５．議事内容 

清水課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただ今

から東海市国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

会議に先立ちまして、資料の確認をお願いいたします。 

本日の資料は、事前にお送りしました「次第」、資料２「産

前産後期間の国民健康保険税の減額措置について」、 資料

３「第３期東海市データヘルス計画・第４期東海市特定健

康診査等実施計画の策定について」及び「国民健康保険条

例」などの法令関係書類と本日席上に配布させていただき

ました資料１「国民健康保険税率等の改定について」、委員

名簿及び諮問書の写しでございます。不足がございました

ら、事務局までお申し付けください。 

本日、欠席の連絡をいただいておりますのは、佐野委員

の１名でございます。 
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市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席者数は協議会規則第５条に規定する過半数以上の方

が出席しておりますので開催要件を満たしていることを御

報告申し上げます。 

また、本日の協議会は「東海市審議会等の会議の公開」

制度に基づき、公開とし、議事録作成のため、音声での録

音をさせていただきますので御了承ください。 

私、本日の進行を努めさせていただきます、国保課の清

水でございます。よろしくお願いいたします。 

それでは次第１開会にあたり、市長から挨拶を申し上げ

ます。 

 

改めまして、こんにちは。本日は大変お忙しいところ、

国民健康保険運営協議会にお集まりいただき、誠にありが

とうございます。久野会長を始め委員の皆様におかれまし

ては、本市のまちづくり、また、国民健康保険事業の円滑

な運営に格別の御理解と御協力をいただいておりますこと

を、この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。 

さて、本年は元旦に能登半島地震が発生し、甚大な被害

をもたらしています。本市におきましても、１日も早い復

旧復興を願いまして、消防職員、医療従事者、そして一般

職員を派遣させていただいています。下水道管の調査とし

て下水道課と土木課の職員２名を派遣させていただいてい

ますが、大雪の影響や、下水道管が折れ曲がっている等が

あり、なかなか作業が進まないという状況でございます。

ようやく一部のところでは水道も少し復旧してきていると

のことですが、トイレ関係等の避難所運営に苦慮している

ということを聞いております。 

これからもしっかりと、被災された方、また地域の支援

に当たってまいりたいと思っております。また、東海市と

しても、災害に強いまちづくりを進めてまいりたいと思っ

ておりますので、皆様御協力の程、お願いいたします。 

さて、昨今の国民健康保険事業は被用者保険の拡大や団

塊の世代の後期高齢者医療制度への移行によって被保険者

数が激減している中で、医療の高度化により医療費は年々

増加しており、国保財政を取り巻く環境は非常に厳しい状

況でございます。 

本市では、令和４年度から県が示す市町村標準保険料率

に合わせて税率等を決定してまいりました。令和６年度も

引き続き、県が示す市町村標準保険料率に合わせた税率等
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清水課長 

 

久野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水課長 

 

 

 

市長 

 

 

清水課長 

 

の見直しについて協議会に諮問させていただくものでござ

います。 

委員の皆様にはそれぞれの立場から、忌憚のない御意見

御提言を賜りますようお願いを申し上げまして簡単ではご

ざいますが、私からの挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

続きまして、久野会長から御挨拶をお願いします。 

 

改めまして、こんにちは。皆様方にはお忙しい中、国民

健康保険運営協議会に御参加いただきまして、誠にありが

とうございます。先ほど市長が申し上げましたように、今

回の会議は市から諮問を受け、それに対する回答を出す協

議会でございます。皆様方の屈託のない御意見を出してい

ただき、東海市にとって良い保険制度であることを堅持し

なくてはいけないと思っておりますので、御協力をお願い

したいと思います。 

国民健康保険とは、我々にとって非常に大切な事業です。

県単位化して５年が経ち、毎年諮問が行われ、値上がりし

ている状況で、非常に苦しいと思いますが、先ほど市長も

言われましたように、医療費の高騰が大きな部分を占めて

おります。国民健康保険は、なくすわけにはいかない大事

な制度であり、東海市の市民の皆様がこれからも安心して

生活できることが一番望まれるため、本日のこの協議会に

おいてしっかり皆様で勉強しながら良い意見を出していた

だき、市民の皆様のために頑張っていきたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。簡単ではございますが

、私からの挨拶とさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 

 

ありがとうございました。 

それでは、次第２に関する「国民健康保険税率等の改定

について」の諮問書を、市長から会長にお渡しいたします。 

 

国民健康保険税率等の改定について諮問いたします。 

よろしくお願いいたします。 

  

委員の皆様の席上には今お渡しさせていただきました諮

問書の写しを配布させていただいております。 
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久野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上瀧主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長は、他の公務がございますので、ここで退席させて

いただきます。 

以後着座にて失礼します。 

それでは、これより協議に入ります。本会の議長を、協

議会規則第３条の規定により、久野会長にお願いいたしま

す。 

 

早速ですが、これより会議に入ります。 

本日の日程は、事前に配布されております次第のとおり

進めさせていただきますので、会議の進行に御協力をお願

いいたします。 

会議録確認委員は、協議会規則第８条の規定により、議

長より指名することになっています。田村委員、角川委員

の２名を指名したいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

続きまして、次第２審議事項の の先程市長から諮問の

ありました「国民健康保険税率等の改定について」を議題

といたします。まず、国民健康保険税率等の改定について、

事務局から説明を求めます。 

 

 令和６年度の国民健康保険税率等の改定について、資料

１に基づき御説明いたします。 

１の改定理由につきましては、国民健康保険財政の健全

な運営及び国民健康保険税の負担の適正化を図るため、県

の示す市町村標準保険料率等の算定を踏まえた課税額の改

定等を行うものでございます。 

次に、今回の改定につきましては、２点ございます。１

点目は、標準保険料率に基づいた所得割率及び均等割額の

見直し、２点目は、課税限度額の見直しでございます。 

１点目２の の所得割率及び均等割額については、本市

は令和４年度から県の標準保険料率に合わせており、令和

６年度についても同様に合わせるものでございます。 

２点目２の の課税限度額については、昨年末に国の税

制改正大綱が示され、課税限度額については、保険税負担

の公平を図る観点から後期高齢者支援金等分を２万円引き

上げ、限度額総額１０４万円から１０６万円に上げる予定

でございます。 

裏面の改定内容を御覧ください。太枠で囲んだ改定案令

和６年度の欄が東海市としての国民健康保険税の税率等で
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久野会長 

 

 

 

 

 

今頭委員 

ございます。なお、右端に県の示す市町村標準保険料率を

参考に記載しています。法定限度額については、法改正が

行われた場合の数値を記載しております。 

初めに医療給付費分は、所得割率を現行税率６．８１％

から８．１０％に、均等割額を４３，３００円から４５，

３００円に、限度額は、据え置くものでございます。次に

後期高齢者支援金等分は、所得割率を３．２３％から３．

５４％に、均等割額を１１，１００円から１０，２００円

に、限度額は２２万円から２４万円に引き上げるものでご

ざいます。介護納付金分は、所得割率を２．５５％から２．

７６％に、均等割額を１３，７００円から１１，８００円

に、限度額は据え置くものでございます。 

医療給付費について特に上昇率が高くなっていますが、

県内全体で令和５年度の保険給付費の実績が推計額を上回

り、一人当たり保険給付費、いわゆる医療費の伸び率が高

いためでございます。 

この改定を実施することにより、国民健康保険税の歳入

は、２０億４，７７９万円ほどが見込まれ、改正しなかっ

た場合と比較しますと、２億１，７２０万円程度の増収を

見込んでおります。 

３の今後の予定としては、本協議会の答申をいただいた

後、３月議会に条例改正を提案し、議案成立後、４月から

５月に広報やホームページ等で周知してまいります。 

なお、課税限度額については、令和６年３月末頃に地方

税法等の一部を改正する法律が成立し、公布される予定で

ございますので、議会の日程の都合上、会期内に上程が間

に合わない場合は、専決処分にて対応するものでございま

す。 

施行期日は、令和６年４月１日とし、７月に発送する納

税通知書から反映することを予定しております。以上で説

明を終わります。 

 

ありがとうございます。 

これより質疑に入ります。御質問がございましたら挙手

にて発言願いたいと思います。５年前に県単位化してから

毎年上がっていますので、そのことについても質問があり

ましたらお願いします。 

 

税率や収納率は、５年前と比べてどのようですか。 
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清水課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久野会長 

 

角川委員 

 

 

 

また、苦情など市民の方の声が届いていましたら教えて

ください。 

 

平成３０年度の医療給付費の限度額が５４万円、法定限

度額は５８万円、所得割率が４．７％、県が示す標準保険

料率が５．５４％、均等割額が３万７，４００円、標準保

険料率が４万２，９８４円となっており、制度の始まり時

には標準保険料率よりも低く抑えられていました。市町村

独自ということで低い税率等で行っていましたので、急に

標準保険料率に合わせてしまうと大幅な上昇となるため、

平成３０年度から５年間かけて、コロナ禍で一時引き上げ

を止めながら段階的に上げ、令和４年度から標準保険料率

に合わさせていただき、今回御承認いただきましたら、３

年目となる状況でございます。 

苦情についてですが、税率等を上げていきますと、当然

苦情はございますが、想定していたよりもお問い合わせや

御意見がなかったという印象です。新聞報道等で国保財政

が厳しい状況ということを徐々に御理解をいただいている

方が多いのかなと考えております。毎年上がっていくこと

は心苦しいところでございますが、赤字体質に逆戻りしな

いためにも、今回も県の示した市町村標準保険料率で行い

たいというところでございます。 

収納率については、制度が始まった平成３０年度は９２．

２７％で、そこから徐々に上げ、収納課や加入者の皆様に

御努力いただきまして、令和３年度には９４．２８％とな

りました。コロナ等で令和４年度は９４．１３％と少し下

がり、令和５年度は経過途中でございます。東海市として

は、上がっているような推移は見受けられますが、同規模

の市町村と比較しますと、少し低いところでございますの

で収納課と連携しながら収納対策等を行い、収納率を上げ

ていく方法を考えてまいりますので、よろしくお願いいた

します。 

 

角川委員、御質問ございますか。 

 

協会けんぽとしては、医療費が高度医療等により上がっ

ていることは現実としてございますので、状況はよくわか

ります。コロナの受診控えの反動がとても大きく、大幅な

国民健康保険の改定ということで、医療給付費が上がって
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清水課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久野会長 

 

瀬委員 

 

 

 

 

 

清水課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いますが、税率がもう少し緩やかになる可能性があるのか

気になるところです。今の状況で上がり続けると思います

と、住民の方は厳しくなるかと思います。 

 

加入者数が激減しており、令和５年度では１万７，１９

３人でしたが、令和６年度予算の積算上では１万６，２０

９人と、９８４人減少しています。令和４年１０月には、

従業員数１０１人以上の企業の短時間労働者の社会保険適

用拡大により被用者保険への移行がありましたが、今年１

０月には従業員数５１人以上の企業の方の移行を予定して

おり、また、２０２５年には団塊世代が７５歳以上になる

等、加入者が減少していく状況でございます。現役世代の

収入の高い方が、他の保険へ移行することによって、平均

所得が下がり、さらに加入者数も減少する中、医療費は毎

年上がるため、相対的に比べると、どうしても毎年上げざ

るを得ない状況が今しばらく続くと考えておりますが、医

療の適正化を行って医療費を抑えていくような方策を行っ

てまいりたいと考えております。 

 

瀬委員、何かございますか。 

 

現在国保に加入しており、病院を受診することが非常に

多くなっており、どうしても飲まなくてはいけない薬があ

ります。この状態が続いていく中で、国保が値上がりして

いかなくてはいけないことのちょっとしたきっかけになっ

ているのかなと最近感じます。 

 

東海市に限ったことではないですが、一つの紹介として、

全国の年代別年間医療費の令和２年度の国の資料がありま

す。４０歳から４４歳が１４．８万円、５０歳から５４歳

が２２．８万円、６０歳から６４歳が３６．４万円、７０

歳から７４歳が５８．４万円でございます。さらに参考ま

でに後期では、７５歳から７９歳が７５．５万円、８５歳

から８９歳が１０２.４万円と、年齢を重ねると持病等があ

り病院を受診する機会が増えています。必要な医療は受け

ていただき、不必要な医療はやめていただくというような、

国においても、重複頻回や重複投薬を対策していくところ

でございます。 
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久野会長 

 

 

 

 

 

 

 

久野会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩田主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にございませんか。なければ質疑を打ち切りたいと思

います。 

市長から諮問がありましたこのことについて、諮問のと

おりこの協議会として承認することに御異議ございません

か。 

 

－異議なしの声－ 

 

諮問の国民健康保険税率等の改定については、基礎課税

額の所得割率を８．１０％、均等割額を４万５，３００円

に、限度額を６５万円のまま据え置き、後期高齢者支援金

等課税額の所得割率を３．５４％、均等割額を１万２００

円、限度額を２４万円に、介護納付金課税額の所得割率を

２．７６％、均等割額を１万１，８００円に、限度額は１

７万円のまま据え置きと改定し、改定の時期は、令和６年

４月１日からとするよう、本協議会で答申することとしま

すのでよろしくお願いいたします。 

答申書につきましては、会長に一任としていただき、後

ほど市長にお渡しいたします。 

委員の皆様には、答申書の写しを後日送付させていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、次第３報告事項として、 の「産前産後期

間の国民健康保険税の減額措置について」を議題といたし

ます。事務局から説明をお願いします。 

 

産前産後期間の国民健康保険税の減額措置について、資

料に基づき説明いたします。 

１の「改正理由」につきましては、子育て世代の負担軽

減及び次世代育成支援等を目的とし、全世代対応型の持続

可能な社会保障制度を構築するため、出産被保険者に係る

産前産後期間の国民健康保険税の減額措置を実施するため

改正を行ったものでございます。 

２の「改正内容」につきましては、出産予定月又は出産

した月の前月から翌々月までの４カ月、多胎妊娠・出産の

場合は、出産予定月又は出産した月の３カ月前から翌々月

までの６カ月分を、所得割額と均等割額から減額するもの

でございます。 

なお、令和５年度につきましては、産前産後期間のうち
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久野会長 

 

 

瀬委員 

 

清水課長 

 

 

 

 

 

久野会長 

 

 

清水課長 

 

 

 

 

久野会長 

 

 

 

 

 

 

久田主事 

 

 

 

 

 

令和６年１月以降の期間の保険税を減額するものでござい

ます。 

３の「施行期日」につきましては、令和６年１月１日よ

り施行しているものでございます。 

裏面には、今回の減額措置に関するチラシを添付してお

りますので、御高覧ください。説明は以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

御質問がありましたらお願いします。 

 

対象人数はどのようですか。 

 

令和５年度は、令和５年４月から１０月までの出産育児

一時金の対象の方から推計し、対象件数として１２件、軽

減額４０万円の予算組みを行っています。来年度は約６０

件、軽減額は１９６万円を見込んでいます。１月に施行し、

現在９件の申請がございます。 

 

少子化問題への対策として行われるものですか。また、

他の保険制度も実施していますか。 

 

今までは被用者保険や年金については保険料の免除制度

がございましたが、国民健康保険では制度がなかったため、

国が子育て世帯へ手厚く手当てを行うために制度設計され

たと伺っています。 

 

他にございませんか。ないようですので、次の議題に移

らせていただきます。 

続きまして、次第３の 「第３期東海市データヘルス計

画・第４期東海市特定健康診査等実施計画の策定について」

を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

それでは、第３期東海市データヘルス計画・第４期東海

市特定健康診査等実施計画の策定について、資料をもとに

説明させていただきます。 

資料３を御覧ください。第３期データヘルス計画は、第

１回運営協議会でも御説明させていただいたとおり、現行

の第２期計画に引き続き、国保被保険者の健康保持及び医
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療費の適正化を目指し、策定するものです。 

前回の運営協議会で、お示ししたものにつきまして、計

画書としてまとまりましたので、追加した点を中心に説明

させていただきます。 

１０ページをお願いします。左側の健康課題を御覧くだ

さい。本市の国保被保険者の特徴から、特に重要視するべ

き健康課題について、８つ上げています。そのうち、チェ

ックがついているものを、「特に優先する健康課題」と捉え

ています。これらの健康課題を解決するために、右下の表

にあります１１の事業を国保課と健康推進課で実施してい

きます。表の一番右側に「重点」と記載しているものは、

優先する健康課題に対応した事業でございます。 

１１ページから２１ページにつきましては、１０ページ

であげた１１の事業について、個別事業計画を作成し、追

加したものでございます。１１ページをお願いします。例

として、特定健康診査事業の実施計画を御説明します。 

特定健康診査事業のアウトカム指標については、「メタ

ボリックシンドローム該当者の減少率」、「血糖・血圧・脂

質異常の割合」を設定しており、この２つの評価指標の達

成度から、事業を実施したことによる成果を測ります。そ

の下のアウトプット指標については、「特定健診の受診率」

と「４０代男性の特定健診受診率」を設定しており、アウ

トカム指標を達成するために目指す事業の実施量を測りま

す。どちらの指標も過去の実績をもとに、令和６年度から

令和１１年度までの各年度の推計値を算出し、計画の中間

目標値、最終目標値を設定しています。 

その下、「プロセス」の欄については、対象者への周知・

勧奨方法や実施形態等について、記載しています。その下

の欄「ストラクチャー」については、事業を実施するうえ

での体制について記載しており、各種団体の皆様と連携し

ながら事業を進めてまいります。 

２２ページをお願いします。(1)の「データヘルス計画の

評価・見直し」として、毎年、事業の実施状況や目標達成

状況とともに、実施効果について検証を行います。そして、

令和８年度で進捗確認・中間評価を実施し、計画期間の最

終年度である令和１１年度に運営協議会での確認を経て、

最終評価を行います。 

２３ページ以降は、参考資料及び用語集でございます。 

今回、委員の皆様から頂く御意見を踏まえ、庁内での調
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整を進め、３月末までに策定するものです。 

以上で説明を終わります。  

 

ありがとうございます。それでは御質問をお受けします。 

 

総括的なデータはあると思いますが、県内で各市町村が

同じ活動を行っていると思いますので、成果を上げている

市町村の効果的な方策がわかるような各市町村別の一覧表

等はございますか。 

 

ございますので、東海市と各市町村を比較したデータ分

析を行い、数値が高い市町村が行っている事業を調査しな

がら、本市においても取り入れられるような事例がありま

したら、取り入れるような検討を行っていきたいと考えて

おります。素敵な御意見ありがとうございました。 

 

他にございませんか。 

 

健康診断やがん等の検診について、受診率はどの程度、

また、推移はどのようですか。 

 

特定健康診査の受診率については、１１ページのアウト

プット指標 1の５０．９％でございます。５割のみという

ところもあるかと思いますが、県内において比較的高く、

企業城下町であることから、現役時から健診を受ける機会

があった方が健診を継続しているためだと分析しておりま

す。 

がん検診については、１７ページのアウトプット指標１

の五大がん検診受診率において、９．８２％となっており

ます。こちらの理由は、この計算に用いる分母が、国の取

り決めとして、共済組合や協会けんぽの方等全員を分母と

するためであり、共済組合や協会けんぽ等で検診を受ける

機会のない方といった真の対象者が分からないことが、と

ても心苦しいところでございまして、本当に低いかどうか

の分析が行なえていないことが現場としては悩みでござい

ます。 

しかしながら、やはり受ける機会がない方に対して受け

る機会を提供することが役割と思っておりますので、受け

やすい環境づくりを医師会と協力しながら進めているとこ
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田村委員 

 

 

 

久野会長 

 

委員 

 

 

 

 

久野会長 

ろでございます。 

 

ありがとうございます。他にございますか。 

 

同じく１１ページの特定健診の受診率について、計画策

定時の実績５０．９％という数値について、３９ページで

は、令和３年度が４６．３％となっており、令和４年度、

５年度の数値について記載はないですが、受診率が上がっ

た結果５０．９％となったのでしょうか。 

 

５０．９％は令和４年度の見込みで、受診率が上がると

見込んでおります。 

 

１３ページのフレッシュ健康診査事業ということで、協

会けんぽでも非常に興味があり、気にしているところでご

ざいます。５３ページの対象者の記載について、「１６歳か

ら３９歳」の１６歳とは、学生を除いてなのか、含めてな

のかどちらでしょうか。 

 

他で健診を受ける機会のない方を東海市は設定させてい

ただいています。 

 

中学校を卒業して働いているような方ですね。ありがと

うございます。 

 

田村委員、御質問ございますか。 

 

特定健診等の受診率について、東海市は、他市町や県の

中でどのような状況なのかと思っていましたが、先ほどお

答えいただいたため大丈夫です。 

 

委員、何かございますか。 

 

歯科としては、若い人の受診率を注視しているというこ

とで、歯周病に関しては、年齢が高くなれば罹患率が高い

ので、そこに関してはしっかりと網羅されていると歯科と

しては思います。 

 

他にございませんでしょうか。ないようでしたら質疑を
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清水課長 

終わりたいと思います 

以上ですべての議事を終了いたしました。皆様の御協力

により、円滑な会議進行が出来ましたこと、厚く御礼申し

上げます。冒頭に申し上げました市長の諮問の方は、私の

方から市長にお渡しさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

ありがとうございました。 

 

久野会長、ありがとうございました。 

続きまして、次第４「その他」に移らせていただきます

が、何かございますか。 

皆様の御協力によって、予定の議事を終了することがで

きました。来年度の開催については、８月から９月頃を予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

１年間大変お世話になり、ありがとうございました。こ

れをもちまして、国民健康保険運営協議会を閉会いたしま

す。本日は大変お忙しいところ、ありがとうございました

。 

 


